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令和２年１月15日 

 

 

消費者支援ネット北海道と株式会社都屋との間で差止請求に関する 

協議が調ったことについて 

 

 

 消費者契約法第39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要 

（１）事案の概要 

  本件は、適格消費者団体である消費者支援ネット北海道（以下「消費者支援ネッ

ト北海道」という。）が、株式会社都屋（以下「都屋」という。）に対し、都屋が成

人式用着物のレンタル契約において使用している利用規約（以下「本件利用規約」

という。）の条項について、消費者契約法第９条第１号及び第 10 条（※）に規定する

消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 

 

 ア 仕立て上がりレンタル商品の申込みをキャンセルした場合のキャンセル料につ

いて、解除申入日から利用日までの期間の長短にかかわらず、契約日から８日を

経過した後にキャンセルした場合のキャンセル料を契約金額の 20 パーセント以

上とする規定は、消費者契約法第９条第１号に規定する消費者契約の条項に該当

し無効であることから、これを改定すること。 

  

 イ オーダーレンタルの契約について、解除申入日から利用日までの期間の長短に

かかわらず、契約日から８日を経過した場合のキャンセルを不可とする規定は、

消費者がキャンセルを求めたとしても契約金額の全額を支払わなければならない

ということを意味しており、事実上、契約金額の 100 パーセント相当額のキャン

セル料を設定していることと同義と考えられ、消費者契約法第９条第１号に規定

する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを改定すること。 

 

 ウ 顧客が衣装のレンタル期間を延長又は延滞した場合に１日につきレンタル料金

総額の５パーセントを支払うものと定める規定は、消費者契約の解除に伴うもの

ではないものの、事業者が不当な利益を得ることを認めないという消費者契約法

第９条の趣旨に反するものであるため、同法第 10 条に規定する消費者契約の条
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項に該当し無効であることから、これを改定すること。 

 

  （※）消費者契約法 

    （消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効） 

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とす

る。 

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であっ

て、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に

応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な

損害の額を超えるもの 当該超える部分 

二 〔略〕 

 

    （消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 

第十条 民法、商法（明治三十二年法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しない規

定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者

契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方

的に害するものは、無効とする。 

注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

 

（２）結果 

  都屋は、消費者支援ネット北海道に対し、令和元年 10 月４日、上記アからウま

での申入れに係る本件利用規約の改定について連絡した。 

  これを受けて、令和元年11月 15日、消費者支援ネット北海道は、本件利用規約

について別紙のとおり改定がなされたことを確認し申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道（法人番号7430005005201） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社都屋（法人番号8430001016614） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止

若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた

場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則第

14条、第28条参照）。 

以上 

 

 

  
【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9165 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 
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第３条（ご注文の取消し） 
   注文後に、当店の責によらない事由によってご注文を取り消される場合には、以下のキャン

セル料をお支払いただきます。 
尚、「前撮り等」とは写真撮影日時を含む、注文後において最も早期に到来するご利用内容を

指します。 
また、「式典」とは、成人式等の主たる利用目的であるイベントを指します。 
ご注文の種類とは次の通りです。 

①お買上衣裳      ：当店にて振袖等の衣装生地をご購入の上、当店にて仕立上げ、着付等のサービスを提供する

場合 

②オーダーレンタル衣裳：当店にて振袖等の衣装生地を仕立上げ、着付等のサービスを提供後、レンタル期間終了時に

て、当該衣裳を返却いただく場合 

③仕立上りレンタル衣裳：既に仕立上がった振袖等の衣装をレンタルし、着付等のサービスを提供後、レンタル期間終

了時にて、当該衣裳を返却いただく場合 

種類 適用期間 
キャンセル料 

前撮り等実施なし 前撮り等実施あり 

①お買上衣裳 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

②オーダーレンタル衣裳 

（ファーストレンタル衣裳） 

注文後７日以内 無料 無料 

注文後８日以後～式典使用

日６ヶ月前・前日まで 

注文金額の60％ 注文金額の80％ 

式典使用日６ヶ月前以後式

典使用日31日前まで 

注文金額の70％ 注文金額の90％ 

式典使用日７日前～式典使

用日前日 

注文金額の95％ 注文金額の95％ 

式典使用日当日 注文金額の100％ 注文金額の100％ 

③仕立上りレンタル衣裳 注文後７日以内 無料 無料 

注文後８日以後～式典使用

日31日前まで 

注文金額の15％ 注文金額の50％ 

式典使用日30日前以後～式

典使用日８日前まで 

注文金額の30％ 注文金額の65％ 

式典使用日７日前～式典使

用日前日 

注文金額の95％ 注文金額の95％ 

式典使用日当日 注文金額の100％ 注文金額の100％ 

２ 〔略〕 

 
第８条（レンタル期間の延長・延滞） 

別 紙 
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   レンタル期間を延長される場合、あるいは延滞された場合には、１日つきレンタル料金総額

の２％をお支払いただきます。但し、延滞金総額がご注文金額を上回る場合には、ご注文金

額を上限といたします。 


